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研究開発事業に係る事前評価書 
 

事 業 名 
国際展開支援（仮） 

（「研究開発型スタートアップの起業・経営人材確保等支援事業」に追加する新規スキーム） 

担 当 部 署 
経済産業省産業技術環境局 国際室 

（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 国際部 

事 業 期 間 2023 年度～2027 年度（5 年間） 

概算要求額 2023 年度 5,040（百万円）の内数  

会 計 区 分  一般会計 ／  エネルギー対策特別会計  

実 施 形 態 経産省（交付金） →  NEDO（助成（2/3）） → 事業者 

類 型  複数課題プログラム ／  研究開発プロジェクト ／  研究資金制度 

事 業 目 的 

研究開発型スタートアップが世界で戦うためには、海外市場への事業展開が必要であり、

海外市場への展開のためには、展開先の国で事業を行う企業との研究段階からの連携が重要

となるが、スタートアップの場合は資金不足が阻害要因となることが多い。このため、優れ

た技術を有する海外企業等との研究開発協力による研究開発型スタートアップ等の海外展開

を支援することにより、世界で戦える研究開発型スタートアップ等を増加させ、日本企業の

国際競争力強化を目指す。 

 

事 業 内 容 

（ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ） 

「グリーン」「デジタル」「量子」「AI」などの重要技術分野において、海外市場への展開を目

的として海外企業との共同研究開発を希望する、優れた技術を持つ日本の研究開発型スター

トアップ等に対し、早期の技術普及、海外市場展開の実現に向けた国際連携による共同研究

開発を支援する。 

協力の類型は下記の２つ。いずれの型式も 2/3 補助、１事業あたり最大 9,000 万円（事業規

模最大 1.35 億円）、最長 36 か月間の事業について支援を実施。各年度の採択予定件数は合

計で 10 件程度を想定。採択事業は外部有識者による審査により決定する。 

【①：コファンド型】 

政府間の合意の下、NEDO と海外の資金支援機関とで共同公募を実施。 

【②：プロジェクト支援型】 

共同公募を実施せず、国際共同研究開発の支援を実施。（相手側の資金調達手段は不問） 

研究開発目標（アウトプット目標）の指標 研究開発目標（アウトプット目標） 

中間目標 

（2025 年度） 

事業終了時に研究開発目標を達成する事業数

（2025 年度時点で実施中の事業は達成の目

途が立っている事業をカウントする） 

 

 

 

2023 年度採択総数の 50％以上 

 

※対処方針にて、アウトカム達成指標を、割

合表示として議論していること、また、今後

の予算獲得状況により、採択件数の変動もあ

るため、件数ではなく、割合表示として統一

した。 
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最終目標 

（2027 年度） 

事業終了時に研究開発目標を達成する事業数

（2027 年度時点で実施中の事業は達成の目

途が立っている事業をカウントする） 

採択総数の 50％以上 

研究開発成果（アウトプット）の受け手 

日本発研究開発型スタートアップ企業 

アウトカム指標 アウトカム目標 

中間目標 

（2033 年度） 

海外での商業化（研究開発成果による製品・

技術の海外市場での販売）を達成する事業者

数 

採択総数の 30％以上 

最終目標 

（2037 年度） 

広く海外市場に事業展開（海外市場での高シ

ェア獲得、海外大手企業での採用等）する事

業者数 

採択総数の 15％以上 

外部専門家 

加藤 晴洋 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社  

イノベーティブ・ベンチャーファンド  パートナー 

木嶋 豊  株式会社アイピーアライアンス 代表取締役社長 

        学校法人亜細亜大学 都市創造学部 教授 

角南 篤  国立大学法人政策研究大学院大学 学長特別補佐・客員教授 

総合評価 

経済産業省技術評価指針（平成２９年５月）に基づき、各評価項目・評価基準について事前評価を行い、

適合性を確認した。以下に、有識者の評価コメント及びその問題点・改善すべき点に対する見解・対処方針

を示す。 

加藤氏 

【肯 定的 意 見】  

・日 本企 業 のイ ノベ ― ショ ン力 の 相対 的低 下 等、日本 の ハイ テク 業 界が 置か れ て

い る 状 況 か らみ て 、 グ ロ ー バ ル に 活 躍 でき る ハ イ テ ク 企 業 を ス タ ー ト ア ッ プの

段 階 か ら 支 援・ 育 成 し 、 具 体 的 イ ノ ベ ーシ ョ ン 力 の 強 化 及 び 事 業 化 強 化 を 図る

こと は、 狙 いと して 極 めて 妥当 性 の高 い もの であ る 。  

・そ の為 の 方策 とし て 、海 外企 業 との 連携 に よる 技術 イ ノベ ーシ ョ ン創 出を 促 進

する ため の 資金 助成 を 行い 、更 に その 成果 を 活用 した 事 業化 促進 を 図る こと は 、

手段 （制 度 ）と して 妥 当性 が高 い 。   

・ス タ ート アッ プ の技 術イ ノ ベー ショ ン 促進 及び そ の事 業 化推 進は 、NEDO とし

て蓄 積し て きた 総合 力 発揮 とい う 意味 で も、 意義 が ある 。  

 

【問 題点 ・ 改善 すべ き 点】  

・本 制度 のよ う に、ス タ ート アッ プ の育 成に 関 する 施策 に 関し て は 、スタ ー トア

ッ プ の 持 つ 本質 的 リ ス ク を 十 分 理 解 し た上 で 、 明 確 な 評 価 指 標 を 置 く こ と を勧

めた い。  

・その ため に は、戦 略 的（政 策 的）ゴー ルと 財 務的 ゴー ル を峻 別し 、それ ぞ れの
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ゴー ルを 決 める こと 。特に 財務 的 ゴー ルに 関 して は、適 切な 時間 軸（５ ～７ 年 ）

設 定 と ポ ー トフ ォ リ オ 効 果 を 考 慮 し た パフ ォ ー マ ン ス （ つ ま り 個 別 ス タ ー トア

ッ プ の ア ウ トプ ッ ト だ け で は な く 、 む しろ 全 体 と し て の 結 果 ／ リ タ ー ン ） 目標

を設 定す る こと が望 ま れる 。  

木嶋氏 

【肯 定的 意 見】  

日本 企業 は 、オ ープ ン イノ ベー シ ョン にや や 遅れ てお り 、さ らに 国 をま たが る オ

ープ ンイ ノ ベー ショ ン には 、周 回 遅れ の状 態 で、早期 の キャ ッチ ア ップ が必 要 で

ある 。NEDO は 企業 間の 国 際共 同研 究 開発 を支 援 する コ ファ ンド 事 業ス キー ム を

有す る日 本 で唯 一の 政 府フ ァン デ ィン グ 機関 であ り、JST 等 は大 学 研究 が中 心 で

あり 、ほ か に支 援す る 主体 はな い 。  

相手 国フ ァ ンデ ィン グ の有 無を 問 わな い 公募 のス キ ーム は是 非 導入 する べき 。  

プロ ジェ ク ト全 体の ア ウト カム 達 成に 至 るま での「 道 筋（ス ト ーリ ー ）」は 大 筋

妥当 であ る 。  

 

【問 題点 ・ 改善 すべ き 点】  

目的 は国 際 的な マー ケ ット に通 用 する 画 期的 な製 品・サ ービ スを 技 術補 完性 の あ

る世 界の 企 業と の共 同 開発 によ っ て、 創 出す るこ と 。  

アウ トカ ム は、各 事業 終了 後 ５年 以内 に 、採 択 企業 の 8 割以 上で 海 外で の商 業 化

達成 。  

国際 的な 開 発に は、 1 件 1 億円 の 支援 金額 が 必要 。  

ヘル スケ ア 、CASE、半導 体 、新素 材 、ロボ ット 、航 空宇 宙 他日 本が 国際 的な 市 場

で勝 ち残 っ てい くべ き 分野 を対 象 とす る べき 。  

Eureka スキ ー ム 等を 利 用 して 、 各 企業 の 国 際的 な 共 同 開発 の マ ッ チ ング 機 会の

提供 が必 要 。  

知財 管理 、 安全 性基 準 の策 定に つ いて 、 ハン ズオ ン 支援 が必 要 。  

角南氏 

【肯 定的 意 見】  

今国 会で 成 立し た経 済 安全 保障 推 進法 に より、我 が国 も 経済 安全 保 障を めぐ る 重

要課 題に 国 をあ げて の 取り 組み に 向け て 第一 歩を 踏 み出 した 。と り わけ 、サ プ ラ

イチ ェー ン の強 靭化 や 重要 物資 の 安定 供 給な どは 、日 本 企業 によ る「戦 略的 自 律

性」の確 保と「戦 略 的不 可欠 性」の 獲得 が欠 か せな い。そう し たな かで 、本 事業

は、研究 開 発型 中小・ベ ン チャ ー 企業 を主 に 支援 する こ とで 、経 済 安全 保障 を 支

える イノ ベ ーシ ョン・エ コ シス テム の 構築 に大 き な貢 献 をす るこ と が期 待さ れ て

いる 。  

 

【問 題点 ・ 改善 すべ き 点】  

NEDO がこ れ まで 支援 し てき た 企業 間の 国 際共 同研 究 開発 の経 験 を 、最大 限活 か

して 、案 件 の発 掘と 伴 走型 フォ ロ ーア ッ プ、 そし て EXIT ま で見 据 えた 出口 戦 略

を個 別案 件 ごと に実 施 する 必要 が あり 、そ のた め のリ ソ ース を確 保 する こと が 重

要。  

デー タ駆 動 型経 済を 見 据え た知 財 戦略 を 的確 に実 施 する ころ が 求め られ る。  

問題点・改善すべき点に対する見解・対処方針 
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「本制度のように、スタートアップの育成に関する施策に関しては、スタートアップの持つ本質的リスク

を十分理解した上で、明確な評価指標を置くことを勧めたい。そのためには、戦略的（政策的）ゴールと財

務的ゴールを峻別し、それぞれのゴールを決めること。特に財務的ゴールに関しては、適切な時間軸（５～

７年）設定とポートフォリオ効果を考慮したパフォーマンス（つまり個別スタートアップのアウトプットだ

けではなく、むしろ全体としての結果／リターン）目標を設定することが望まれる。」 

政策的ゴールを海外での商業化達成率とし、これに加えて、財務的ゴールを設定することとしたい。な

お、時間軸として、スタートアップ企業の平均的な投資回収年数に鑑み１０年とし、また平均的な成功率を

踏まえ、成功案件（投資に対する回収が投資額の２倍程度以上）の割合を採択案件の２～３割程度とするこ

とを目標とする。ただし、制度終了後の評価の時点では財務的ゴールの達成についての評価はできないた

め、各事業終了直後の収益・キャッシュフロー見通しを事業者から確認し、事業終了後５年間フォローアッ

プを行うこととする。 

 

「目的は国際的なマーケットに通用する画期的な製品・サービスを技術補完性のある世界の企業との共同

開発によって、創出すること。」 

制度の説明において、その意図が伝わるような表現とさせていただきたい。 

 

「アウトカムは、各事業終了後５年以内に、採択企業の 8 割以上で海外での商業化達成。」 

制度の当初案として、中小企業庁の「成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech 事業）」も参照し、

各事業終了後５年以内に、採択総数の 25％の割合で海外での商業化を目指すことを想定していたところ。

海外との共同研究開発に伴うリスクに加え、未だリスクが高い革新的な技術開発を目指す事業を採択するこ

とを想定しており、「海外での商業化率８割」の目標は非常に厳しいと考えるが、現状の 25%を 3 割程度に

上方修正することについて検討したい。 

 

「国際的な開発には、1 件 1 億円の支援金額が必要。」 

各件の予算規模については、総額予算とのバランスも考慮しつつ、１件１億円も範囲となるような柔軟な

制度となるよう検討したい。 

 

「ヘルスケア、CASE、半導体、新素材、ロボット、航空宇宙他日本が国際的な市場で勝ち残っていくべ

き分野を対象とするべき。」 

対象とする分野については、「グリーン」「デジタル」「量子」「AI」などを重点分野として例示したところ

だが、NEDO の所掌技術範囲においては、これにこだわらず、その他の提案についても広く受け付けられ

る制度とすることを考えている。 

 

「 Eureka スキーム等を利用して、各企業の国際的な共同開発のマッチング機会の提供が必要。知財管

理、安全性基準の策定について、ハンズオン支援が必要。」 

及び「 NEDO がこれまで支援してきた企業間の国際共同研究開発の経験を、最大限活かして、案件の発掘

と伴走型フォローアップ、そして EXIT まで見据えた出口戦略を個別案件ごとに実施する必要があり、その

ためのリソースを確保することが重要。データ駆動型経済を見据えた知財戦略を的確に実施するころが求め

られる。」 

この点については、必要性も感じているところである。ビジネスモデルの確立など出口戦略の策定につい

ては、一義的には助成先スタートアップ自らの責任で検討すべきものではあるが、NEDO として、既存の
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サービスの紹介（「StarT!Ps from NEDO」（スターティプス）など）に加え、具体的にどのようなサポート

（案件形成のためのマッチング、提案時における外国企業との契約内容についてのアドバイス、採択後の知

財管理や知財戦略に関するフォロー等）ができるかは、外部のリソースの活用も含め、今後検討していきた

い。 

 

 



事業⽬的

事業概要

研究開発型スタートアップの起業・経営⼈材確保等⽀援事業
産業技術環境局技術振興・⼤学連携推進課

産業技術環境局⼤学連携推進室
産業技術環境局国際室

①ディープテック分野での⼈材発掘・起業家育成
産業界のトップランナー等が技術シーズを持つ⼈材を発掘・指導するとともに、起
業家等のビジネスプラン作成や試作開発等を⽀援します。
②⼤学発スタートアップにおける経営⼈材確保⽀援
VC等が⼤学発スタートアップ等の経営を担える⼈材を探索する取組や、技術
シーズを探索し経営者として参画する取組等を実施します。
③研究開発型スタートアップ⽀援事業
研究開発型スタートアップの成⻑段階ごとにVC、事業会社等の関与の下で⾏う
実⽤化開発等を⽀援するとともに（STS）、政府の課題から設定した研究開
発テーマについて事業化・成⻑可能性の⾼い技術シーズをステージゲートにより
選抜しながら⽀援します（SBIR指定補助⾦等）。
④国際展開⽀援
国際展開を⽬指すスタートアップが研究開発の初期段階から海外の企業・研究
機関等と連携して実施する国際共同研究開発を⽀援します。

⽇本の⼤学等における優れた技術シーズを発掘し起業に結びつけるとともに、経
営⼈材を確保すること、成⻑段階に必要な実⽤化開発等にかかる費⽤を⽀援
すること等により、イノベーションの担い⼿である研究開発型スタートアップの創出・
成⻑を加速化させるため、①技術シーズを持つ卓越した⼈材発掘や起業家の
育成、②経営⼈材をVC等が外部から確保し経営⼈材獲得ルートの多様化を
⽬指します。さらに、③スタートアップに対してVC、研究機関、事業会社等の関
与の下で⾏う実⽤化開発等を⽀援します。併せて、⽇本のスタートアップの国際
競争⼒を⼀層強化するため、④国際共同研究開発により国際市場への展開を
促進します。

成果⽬標
①修了⽣の5割以上が、事業終了後1年以内（起業⽀援）⼜は5年以内（⼈材
発掘）に起業や事業化資⾦を確保することを⽬指します。
②⼤学発スタートアップの創出数を令和9年度までに4000社とすることを⽬指します。
③事業年度毎の⽀援終了1年後までに次ステージの資⾦調達率を5割にすること、⽀
援終了後5年後に⽀援開始前と⽐較して認定VC等の研究開発型スタートアップに対
する投資額を2倍にすることを⽬指します（STS）。また、本事業のフェーズ１で研究
開発を実施し、他省庁事業も含めフェーズ２に移⾏した事業者の、事業終了後５年
での実⽤化率を30%以上にすることを⽬指します（SBIR指定補助⾦等）。
④採択総数の5割以上が事業終了時に研究開発⽬標を達成することを⽬指します。

事業スキーム（対象者、対象⾏為、補助率等）

令和５年度概算要求額 ）億円 ( 25.8 億円

事業の内容

50.4

(研)新エネル
ギー・産業技
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交付⾦
国

⺠間企業等
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③

①

②

④

起業家
⼈材等補助（定額）
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VC等
委託




